
目黒区国民健康保険第４期特定健康診査等実施計画 第３期データヘルス計画（素案）からの変更点について 

 

１ お寄せいただいたご意見とそれに対する対応 

委員 意見対象 意見内容（要旨） 意見への対応 

A 

全体的事項 

（先行事例・理論 

 の活用） 

特定検診等の周知や内容は、受け手の行動

変容を促す必要がある。多くの先行事例の

あるナッジ理論などを活用し、受診率の向

上を図るべき。 

ご意見を踏まえ、計画案に反映し、事業実施に努めてまいりま

す。 

⇒計画案 P45 の１（５）、P83 の事業１のプロセスその他の欄

に反映 

B 

全体的事項１ 

（特定健康診査） 

保健指導実施率に関し、利用勧奨を実施し、

利用者を増やすことは必要だが、特定健康

診査の実施率を上げることが第一。受診率

の向上に向け、医師会などの協力も得て、

未受診者への働きかけを行ってほしい。 

ご意見を踏まえ、計画案に反映し、事業実施に努めてまいりま

す。 

⇒計画案 P45の１（５）、P68の４①、P83の事業１のプロセス

その他の欄に反映 

全体的事項２ 

（健康意識啓発） 

メタボリックシンドローム等は 40 歳にな

ってから現出するものではないので、若い

頃から、区民全体への健康意識向上に力を

入れるべきと考える。 

ご意見を踏まえ、区民全般に係る健康課題であるため、関係所

管とも連携して事業実施に努めてまいります。 

 

個別事項１ 

（事業１） 

特定健康診査の受診券送付時のチラシ等の

同封物に関して、受診しようと思わせる内

容に変更願いたい。 

ご意見を踏まえ、計画案に反映し、事業実施に努めてまいりま

す。 

⇒計画案 P45 の１（５）、P83 の事業１のプロセスその他の欄

に反映 

個別事項２ 

（事業２） 

特定保健指導の実施に関して、委託業者任

せにせず、進捗や進まない理由、対策につ

いてフォロー願いたい。 

ご意見を踏まえ、事業実施に努めてまいります。 

⇒既に計画案 P84 の事業２のプロセスその他の欄に意見の趣

旨を記載済 

 

２ 事務局による修正 

よりわかりやすくするため構成を見直す＊とともに、全般的にわかりやすい表現や文言に見直しました。 

＊構成の見直し：「介護保険の状況」を第 1章２（３）から７（１）へ移動。 


